
埼玉県

温
暖
化
対
策
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
に

地球

温暖化対策
の
一

環と

して､埼玉県
は
二

十
四

時間営業のコ
ン
ビ

ニ店

などに深夜･
未
明

帯
の
営業自

粛を要
請
す

る方
針を

決めた｡
本
年
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や行

動計画に要請
を
反

映さ

せたい考え
だ｡

県

によると､
温

暖
化

対策
を理由

とした
同
様

の要
請は来

年度か
ら
京

都市

が始める予定
で
畏

野県

も検討中
とい

う
｡

夜間
の
電力消費

量

削

減
のた

め､埼玉県は
二

十
四時

間営業のビジ
ネ

ス
ス
タ

イルに
着
目
｡コ

ン
ビ
ニ

業界以
外
で
も深

夜
･
未

明帯の
ネオ
ンサ

イ
ン
の

消灯を
求め､県

民
に
も

生活習
慣の見直

L
を

啓発'理解
を得た

い
と

してい
る
｡

県

はほか
に'

原油換

算
で

年間千
五
百

㍍のエ

ネ
ル

ギーを
消費

する事
業所を対
象に
'

相互に

温室効果ガ
スの
排出量

を取引し
て排出
総量を

抑制する
制度の
導

入
を

換討している
O

コ
ン
ビ
ニ
店
･
セ
ブ
ン

ー
イ
レ
ブ
ン
を
展
開
す
る

セ
ブ
ン
&
ア
イ
･
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
広
報
セ
ン
タ

｣
は

｢深
夜
に
店
を
閉
め

七
も
冷
蔵
･
冷
凍
機
器
な

ど
は
切
れ
ず
二
酸
化
炭
素

(c
o
2)
削
減
効
果
は
薄

い
｡
配
送
が
星
間
に
集
中

す
れ
ば
､
交
通
渋
滞
を
招

き
排
出
量
は
増
え
る
｡
安

易
に
深
夜
営
業
を
止
め
る

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
｣

と
し
て
い
る
｡

10年占月/7日

東泉 新 関



温

暖
化
対
策
で
知
事
表

明

県
は
十
七
日
'
二
酸
化
炭
素

(c
o"
)
削
減
対
策
と
し
て
､
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
深
夜
営
業
を
県
条
例
で
努
力
義

掛
と
し
て
規
制
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
｡
二
〇
〇
八
年
度
中
の
成
立
を
目
指
し
て
い

る
県
地
珠
温
唆
化
対
策
推
進
条
例

(仮
称
)
に
密
り
込
む
こ
と
を
検
討
す
る
｡

コ

.シ

ビ

土
な

ど

条

例

対

象

松
沢
成
文
知
事
が
同
日
の

定
例
会
見
で
明
ら
か
に
し

た
｡県

が
規
制
対
象
と
し
て
想

定
し
て
い
る
事
業
者
は
'
コ

ン
ビ
l｢

ス
ー
パ
し

フ
ァ
･

ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
｡

県
は
罰
則
を
穀
け
ず
に
事
業

者
に
自
粛
を
求
め
る
形
で
の

規
制
を
検
討
す
る
考
え
で
､

規
制
効
果
と
し
て
夜
間
の
電

力
'
冷
暖
房
の
使
用
畳
の
削

減
に
よ
る
C
o2
排
出
軽
減
を

挙
げ
て
い
る
｡

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
深
夜
営

業
の
規
制
に
つ
い
て
は
へ
有

識
者
ら
で
構
成
す
る
県
地
球

温
噴
化
対
策
推
進
方
策
検
討

委
真

宗

'
同
推
進
条
例
の

在
り
方
に
つ
い
て
近
く
ま
と

(成
田

洋
樹
)

め
る
予
定
の
最
終
報
告
の
中

に
盛
り
込
む
予
定
｡

こ
の
報
告
を
基
に
県
は
九

月
ご
ろ
に
同
条
例
案
の
骨
子

案
を
公
表
し
'
県
民
か
ら
の

意
見
募
集
な
ど
を
経
て
本
年

度
内
の
成
立
を
目
指
し
て
い

る
｡
.

･｢
効

果
は

微
々

｣

埼

玉

県

の
要
請

に

セ
ブ

ン
イ

レ
ブ

ン

コ
ン
ビ
ニ
最
大
手

､

セ
ブ

ン
し
イ
レ
ブ
ン
･
ジ
ャ
パ
ン

Iの

山
口
俊
郎
社
長
は
十
七

日
'
温
室
効
果
ガ
ス
対
策
と

し
て
'
埼
玉
県
が
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
に
二
十
四
時
間
営
業
の

自
粛
を
求
め
る
方
針
を
固
め

た
こ
と
に
つ
い
て

｢十
六
時

間
営
業
に
し
て
も
冷
蔵
庫
は

止
め
ら
れ
す
､
効
果
は
微
々

た
る
も
の
｡
売
り
上
げ
は
20

%
も
失
わ
れ
'な
か
な
か
『は

い
』
と
は
言
え
な
い
｣
と
難

色
萱
耶
し
た
｡

県
と
の
地
域
活
性
化
の
連

携
協
定
締
結
式
が
行
わ
れ
た

さ
い
た
ま
市
内
で
述
べ
た
｡

京
都
市
も
深
夜
営
業
の
規

制
や
自
粛
要
請
を
検
討
す
る

市
民
会
議
を
設
置
す
る
方
針

だ
が
'
山
口
社
長
は

｢二
酸

化
炭
素

(c
o2
)
削
減
は
重

要
だ
が
'
そ
れ
が
二
十
四
時

間
営
業
の
自
粛
な
の
か
､
と

い
う
と
違
う
｡
防
犯
面
で
も

女
性
の
駆
け
込
み
が
業
界
全

体
で
年
間

7
万
五
千
件
あ

り
､
半
分
が
深
夜
帯
だ
｣
と

指
摘
｡
｢
二
十
四
時
間
営
業

を
続
け
な
が
ら
､
C

o2削
減

に
取
り
組
み
た
い

｣
と自
治

体
の
動
き
を
は
ん
制
し
た
｡

同
席
し
て
い
た
上
田
清
司

知
事
は

｢客
の
少
な
い
深
夜

営
業
を
や
め
た
い
と
思
っ
て

い
る
オ
ー
ナ
ー
も
い
る
｡
そ

う
い
う
地
域
で
見
直
し
が
で

き
な
い
か
'
議
論
し
た
い
｣

と
寄
り
'
理
解
を
求
め
る
考

え
を
示
し
た
｡

ユ0年6月/8B
神 奈 川新 開



C
o2
潮
減
を
義
務
化

紺
竃

洲
排
出
量
取
引
も
導
入

地
球
温
噴
化
対
策
を
進
め

る
た
め
'
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
な

ど
の
大
規
模
事
業
所
に
二
酸

化
炭
素

(c
o2
)
の
排
出
削

減
を
国
内
で
初
め
て
義
務
付

け
る
東
京
都
の
改
正
環
境
確

保
条
例
が
二
十
五
日
の
都
議

会
で
可
決
'
成
立
し
た
｡
削

減
義
務
を
達
成
で
き
な
い
事

業
所
に
五
十
万
円
以
下
の
蔀

金
を
科
す
ほ
か
'
事
業
所
間

で
削
減
量
の
過
不
足
を
補
う

排
出
量
取
引
制
度
も
導
入
す

る
｡条

例
は
来
年
か
ら
順
次
適

重
点都の改
正環境
確

保条

例に盛り込ま
れた二
酸

化炭

秦(cot.)の
排

出量
取

引は'

埼玉県や広島
市をは
じ

め全

国各地で導入
に向け
た

動き

が起きている
8
.しか

し政府

の取り組みは
まだ社
会

実験

の域を出ず'
今後
､

法律に よ
う

に条例に基づ

く義務化

は

考えていないと

いうが'

｢都

の製を葛

にLt.東

京

の取引とリンク

できると

こ
ろ

があれば一
緒

にやりた

い
｣

と同県の港当
者

は鼓す｡

ま

た'広島市は
事業所や

市

民が自主的に参
加する排

排

出

量

取
引

基づいて国全
体をカバ
ーす

る制度に発展
するか
ど

うか

は不透明だ
｡

埼玉県は十
六日
'
大

規模

事業所ごとに
県が削
減

目標

を散定し'排
出量取

引も認

める制度の導
入を検
討

して

いると発表し
た｡東

京都の 出

量取引市場の
二

〇〇九年

度

創設を目指す
｡

事業所間

の
取

引に加え'省

エネなど.

で

家庭が減らした

排出量を

第

三者機関を通
じ

市場で売

却
で

きる仕組みを

想定｡市

は

｢削減すれば家

庭にもメ

リ
ッ

トがあり意
識

も
高
ま

埼玉や広島も検討
る
｣
と
狙
い
を

説明す
る
C

一
方

､
国

レベルでは
福
田

康
夫
首
相
が
九

日､地
球

温暖

化
対
策
の

扇田ビジ
ョ

ン｣

で
今
秋
か
ら
､

自主的
な

排出

量
取
引
を
試

行的に行う
と表

明
し
た
が
'
法

律に基
づ

く制

度
導
入

に
は

言及しな
か
っ

た
｡環

境

エネ
ル

ギー政
策

研究

所
の
飯
田哲
也

所長は
｢
国任

せ
で
は
対
策

が進まな
いた

め
.'
都
が
先

駆

けてや
る

｡層

某
所
に

c
o2

排出量を
報

告さ

せ
る
制
度
を
導

入して
い

る自

治
体
は
多
く
､

都の取り
組み

は
は
か

の
自

治体にも間
違い

な
く
破

及す

る｣と蓄し
てい

る
｡

用
さ
れ
､
二
〇
一
〇
年
度
か

ら
全
面
施
行
さ
れ
る
予
定
｡

大
企
業
の
本
社
な
ど
が
集
中

し
て
い
る
東
京
都
が
規
制
に

踏
み
切
っ
た
こ
と
は
'
都
市

部
を
中
心
と
す
る
全
国
の
自

治
体
の
温
暖
化
対
策
や
'
現

在
は
試
行
段
階
に
あ
る
国
の

排
出
量
取
引
の
法
制
化
藩
論

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
そ

う
だ
｡

都
の
条
例
で
c
o2
削
減
を

義
務
付
け
ら
れ
る
の

は'
年

間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が

原
油
換
算
で
千
五
百
㌔
㍍
以

上
の
ビ
ル
や
百
貨
店
'

ホ

テ

ル
へ
大
学
'
工
場
な
ど
の
約

千
三
百
事
業
所
C
都
は
二
〇

年
度
ま
で
に
'
最
近
三
年
間

の
平
均
排
出
量
よ
り
15
-

20

%
の
削
減
を
目
指
す
｡

各
事
業
所
は
一
〇
年
度
か

ら
'
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
や

削
減
義
務
量
の
目
標
な
ど
を

盛
り
込
ん
だ
五
年
間
の
計
画

書
を
都
に
提
出
し
'
毎
年
度

チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
｡
ほ
か

の
事
業
所
が
義
務
量
を
超
え

て
削
減
し
た
分
を
排
出
量
取

引
を
通
じ
て
購
入
し
た
り
､

太
陽
光
や
風
力
な
ど
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
つ
く
っ
た
電
力

を
購
入
し
た
こ
と
を
証
明
す

る

｢グ
リ
ー
ン
電
力
証
書
｣

を
示
し
た
り
す
れ
ば
'
削
減

量
に
募
入
さ
れ
る
｡

事
業
所
ご

との
削減
義
務

量
は
'
廓
が
〇
八
年
度
内
に

設
定
す
る
ビ
ル
や
工
場
な
ど

部
門
こ
と
の
義
務
率
に
'
過

去
の
削
減
実
績
を
考
慮
し
て

決
め
る
｡

〇
五
年
度
で
国
内
全
体
の

約
4
･
5
%
を
占
め
る
東
京

都
の
c
o2
排
出
量
の
う
ち
'

業
務

･産
業
部
門
は
40
%
以

上
を
占
め
る
｡

jO年占月⊥6日

神 奈 川 新 聞



温室効果ガス排出総霊削減義務と排出量取引制度の導入

『制度の概要■

1削繊義務の対】
● 対象となる施投 温室弛果ガスの排出JLか相当等度大きい■業所

※ 燃料､熱及び電気の使用Aが,原油換算で年間 1500kC以上の事業所

● 対象とするガス 特定濃婁効果ガス(燃料･熱･電気の使用に伴って排出されるCO2)

● 制度開始 2010年度 (平成22年度)

黙 検証機関の登録など､対象事業所の事前準備に必要な部分は2009年度から施行

● 計画期叩 規則で定める期間 (5年間鎧鼠 例 :第一計画期間は2010-2014年度など)

特定温室効果ガスの縛t削減義務

4 墓岬排出JL 規則で定める期間における平均排出t (2005-2007年度の平均排出Jtなど)

※ 現行制度期間内に､総排出tを削減した事業所については､その成果が反映されるような配

慮を行う｡ (2002-2004年度の平均排出量に変更するなど)

● 削減撫務車 専門的知簾を有する香の竃兄を韓いて､事業所の特性を勧業して規則で定める
区分ことに規則で定める｡

対 削減に向けた対策の推漣の程度が特に優れた事業所については､削減義務率を軽減

● 排出I等の横旺 排出JLや削減tは､知事の登最を受けた検旺機軸の検征を受けることか必要

● 履行手段 ① 省エネなど､自らの事業所で加瀬対策を実施
i)省エネなどによる特定温室効果ガス排出土の削減

ii)その他ガス (特定温室効果ガス以外の温室効果ガス)の排出Jtの削減

iii)前計画期間から繰り越した超過削減t

② 他者が尭施しrC削減対策による削減JLの取得

i)他の対象事業所が削減義務Jtを超えて削減したJt

並)都内の中小規模事業所が省エネ等により削減したi

iii)都外の事業所における削減t

iv)再生可能エネルギーの環境価値 (例 :グリーン屯力証書など)

Ⅴ)その他､規則で定めるもの

◆ テナントビルへの対応 ビルオーナーを義務対象の基本としつつ､その上で､

① 全てのテナント事業者に､オーナーの削減対策に協力する兼務

② 一定規模以上のテナント事業者には､温暖化対策の計画書を作成 ･提出する載拐

4 実効性の確
● 敵組のtれた嘉JE所に対する群青 .轟彰

● 削減義沫未遭成の鷹合

不足JLを削減すべき措置命令 (削減すべきtは兼務違反による加井分を含む)

く>
措置命令違反

O t
･罰金 (上限50万円)
･知事が代わって必要JLを姻違 (千用は違反竜に求tX)

■制度フロー■

｣ 東京都 (矢口事) 〕

r地球温暖化対策指針｣など､

各種ガイドラインの策定
'地球温暖化対策計画書の策定指針
'温室効果ガス排出王･削減JJLの算定･検証

E5

lfl良特定地球温暖化対策事業所の認定※
｡検証機関の登録源
など
※ 専門家の意見を踏まえて設定

削

減

計

画

期

間

｢削減対策事例集｣等の作成

○基準排出暮の決定

○計画内容の確認 ･助言､公表等

○素務履行に向けた進捗状況の

確認 .助言､公表等

期間中､
毎年度提出⊂=

助言等======:コ

･基準排出暮の申請
指針等を

踏まえて作成

｢地球温暖化対策計画雷｣の作成･公表
.削減目標
'削減対策の計画
.削減対策の実施状況
.前年度の温室効果ガス排出■
'削減兼務のRl行状況
｡統括管理者､技術管理苦の氏名
など

◇省エネなど､自らの事業所で削減対策

の実施

◇取引による削減暮の取得

【削減計画期間終了までに

削減義務が達成できていない場合】

取引による削減Iの取得

命令JI行XEI限
措dL命令義持不足暮×最大1.3億の 削 河

｢｢LlHl-:Jt-=･カニ.72､罰金(上限50万円)知事が爺令不足王を調達し､その牛用を請求



都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (環境確保条例)の改正について ～主な条例改正事項～

1 温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度の導入

克行 ｢地球温暖化対策計画書制度｣
･温室効果ガス排EH員が相当程度大きい事
業所を対象に､削減対策計画等の作成 ･提
出を義務付け

･計画書及び取組結火を知事が評価 ･公表
することにより､一定の対策の実施を促進

*対策の実施の程度は事業名の自主性に委ね
られる

O 対象事業所からの温室効果ガス排出総員を
抑制することにより､総量削減を確実に実現
できる仕組みを導入するo
+温室効果ガス排出総量の削減義務

(第5条の11)
+補完的措置として､排出患取引の仕組みを時人

ri:どす実効 の確保策として､評価 .公表 (第8条の

*施行口 :平城22年4)目 口

(横目正機IAJのてア鎚など対象小X所の■｣Trl1l'Jqr仙に

必出な祁分は平成21年LlJ日 日)

2 中小規模事業所の地球温暖化対策推進制度の創設

匡::召
･地球t.I.IL暖化対災.汁両.W,rJJ止の対象

とならない事業所の任意提出制Iif
を平成 17年嘘から実施

O 中小別棚r｣tX所が門川7-にCO2排出;lilを把桝でき､
貝体的な省エネ対策を実施できる制度を構築するロ
+全ての中小規模事業者か取リ組める地球温暖化対策報告
書の任意提出制度の導入 (第8桑の23第2項)

O I1'J-法人がr'f理Ĵl:を行 う枚数の-JlX所のエネルギ一便
用員合計が--定員以上の法人 (地球温畷化対策部業B.)
の取組を促進するD
◆地球温硬化対策事業者に､各事業所の地球温暖化対策鞘
告憲の取りまとめ､提出を義務付け (第8鼻の23第1
項)､報告内容の公表の義務 (第8集の24第 1項〕

す知事は､地球温暖化対策事業者等に必要に応じ指導 .助
g Lp′正当な理由なく従わない場合.勧告し､その旨を公

*施行日 :平成21年4月1日
(地球温畷化対策報告書の提出義務は平成22年4月 1日)

3 地域におけるエネルギーの有効利用に関する計画制度の創設

行 ｢地域冷畷房計画制度｣
･知琳 ま建築物が姓中する一
定の地域を地域冷畷房計画
区域に折'i'するとともに､地
域冷暖房計画を策定

･ W_域内の建築物の設置名又
は管理者に､当該区域の地域
冷嵯房計軸への加入に努め
る義務

O 大量かつ高津,'度なエネルギー需要を発生させる大規模開発
において､エネルギーの有効利用を推進 し､環境へのfユ荷の
低減を図るD
+対象 :特定開発事業者 し-の区域において弊政又は複数の
建築物の新築等を行う一定規模以上の事糞を行う者)

(第 17条の2ほか)
･牛JEjLl,',.'稚ll又3FL∴Lも/L,ト '̂)//']L州 .. IiAJ)最W,を才一JtSL､Iけ

･新貰.G7F.｣t称勿E:,つr㌻ユ ネ ･∨_̀~こU)LH,:.fH,:i,',i:を義卿 t.壬!
･出城～了川か Jl･'女LyJぺ吋 rJエネル-Jビ ー '.Y.r小 学大根.J､沖 血縄付 }
+知事は､エネルギー効率等の基準を満たす地域冷硬房を
区域指定 (第17集の18ほか)

･冊,i:L̂城 113にある ′i:肘 .;rrl･Jilえるi上潮 如_),･1イJTllI,に,
Iが･-･S:,N'e,L/,1,]JtらL'7)鮒)'/T'?打,I-e人較E,lを-:,:J'4'､jり

+知射 ま､特定開発事業者等に必要に応じ指導 ･助言
正当な理由なく従わない場合､勧告し,その旨を公表

(第 17集の22､23､第156集う

*施行日 :平成22年 1月1日

4 建築物環境計画書制度の強化

平成 20年6月

東京都環境局

克行｢建築物環境計画書制度｣
･大規模な建築物*の新築等を
行うW築主に､以柑巧己J,BのIl■T
告と評価を記載した建築物環
境計画書の提出を義務付け､
知事がその内容を公表
*延床lrHもr11JJ-rriJii･住宅用途については､販売広
告にマンション環境性能表示
の掲出を義務付け

O より多くの建築物の環境配I.Bを推進 し､環境に配慮 した建
築物が評価される巾場の形成を図る｡

す対象拡大 :廷床面械1万rTi'超を引下げ (第20粂ほか)
⇒マンション環境性能表示の対象拡大 :販売広告に加え､
撰貸広告も対象 (第23集の3)

す省エネルギー性能評価書制度の副殻 (第23鼻の4)
･Llアtt的!･71Lイr Lヒ :.Iレl;-るド;,ミに 川 .人 ′!J,Jj)′､ェネノJir､E
L･l)['仙I,ILTl注した11-(.I:{1'､一千･城(711'-'tr,i

o 建築物の環境配I.虚のitf臣を強化

T>再生可能エネルギーの導入検討を轟務付け〔第20衆の2)
ヰ省=ネ性能基準 (最低基準)に適合 ㌻る措置を義務付け

(第20桑の3)
す知事は､特定建築主等に必要にF,己､し指導 ･助言
正当な理由なく従わない場合､勧告し､その旨を公表

(第24轟､第25集､第156集)

*施行日 :平成22年 1月 1日

5 家庭用電気機器等に係る⊂0 2削減対策の強化

匪::召
･牛,i11の家.̀Li'製l■Tlrlへのれエネラ
ベルの表示を販売与事業者に義
務付け

O 家庭でエネルギーを使用する機器を選択する際に､
より省エネ性能に優れた機諾経等の選択を都民に促すO

す家庭用電気機器等の設置者に､エネルギー使用の合理
化その他地球温確化の防止に係る性能が優れている機
器を股置する努力薄荷を導入

(第25集の2第 1項､第2項う
す家庭用電気機器等の販売単発者等に､エネルギ-使用

の合理化その他地球温暖化の防止に係る性能について
の情報を購入者などに提供する努力義務を導入

(第25轟の3)
ヰ矢口事の情報提供努力義務を導入

*施行日:条例の公布日

6 小規模燃焼機器における⊂0 2削減対策の強化 (省エネ型ボイラー等の普及拡大)

匡二二司
･小型ボイラ一肌 内燃機関頬 (ガ
スヒー トポンプ等)を設田する者
がN0xもIHf佃 の少ない燃焼機語呂
の戯れに男める義務

･知萌が低N0x機掛 こ係る情報捉供
に努める義務 (低NOxボイラ-守
の認定 ･公表)

O 小規模燃焼機器を殻眉する際に､低NOxに加え､
省エネ性能に優れた機器:lの選択を促すD

す小規模燃焼機器の設置者に低NOKかつ低⊂0:そ機器
を設置する努力義務を導入 (第127集第1項)

す知事の低NOxかつ低⊂0}機器の情報提供努力義稗
を導入 (認定制度による普及促進)

*施行H :平成21年4月1日

(情稚捉tlを労力義務は条例の公小汗1)
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